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奈良県公衆浴場入浴料金統制額の改定について

公衆浴場入浴料金統制額を次のとおりに改定しますので、皆様のご理解とご協力を公衆浴場入浴料金統制額を次のとおりに改定しますので、皆様のご理解とご協力を公衆浴場入浴料金統制額を次のとおりに改定しますので、皆様のご理解とご協力を公衆浴場入浴料金統制額を次のとおりに改定しますので、皆様のご理解とご協力を

お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

大 人 中 人 小 人(６歳以上(１２歳以上の者) １２歳未満の者) (６歳未満の者)改 定 額改 定 額改 定 額改 定 額 ４４０円 １６０円 ８０円４４０円 １６０円 ８０円４４０円 １６０円 ８０円４４０円 １６０円 ８０円現 行 額 ４２０円 １５０円 ８０円備 考 ２０円引き上げ １０円引き上げ 据え置き
○公衆浴場入浴料金統制額の指定○公衆浴場入浴料金統制額の指定○公衆浴場入浴料金統制額の指定○公衆浴場入浴料金統制額の指定

公衆浴場（いわゆる「銭湯」と呼ばれる一般公衆浴場）の入浴料金は、物価統制令

の適用を受け、知事が統制額（上限金額）を指定することとされています。

○改定の背景○改定の背景○改定の背景○改定の背景

前回の改定（平成２６年４月）から５年以上が経過し、燃料費の高騰や利用者数

の減少等が公衆浴場（銭湯）の経営を圧迫している状況にあり、さらに令和元年

１０月から消費税率が引き上げられることから、厳しい経営状況が続くものと予想

されます。

県では奈良県公衆浴場入浴料金協議会に諮問し、令和元年８月２１日に開催され

た当協議会において、「統制額は大人４４０円、中人１６０円、小人８０円とするこ

とが適当である」との答申に基づいて、今回改定を行うこととしました。

○施行日 令和元年１０月１日○施行日 令和元年１０月１日○施行日 令和元年１０月１日○施行日 令和元年１０月１日


